
（別紙） 

令和８年度 特定保健指導の受託機関募集について 

 

長野県の特定保健指導にかかる集合契約では、受託機関を下記により募集いたします。 

この契約は主に被用者保険側の被扶養者等を対象とした特定保健指導について各保険者が代表保険者に契

約を委任する形で契約を行うものです。 

受託を希望する場合は令和８年１月 30 日（金）までに見積書を長野県保険者協議会事務局まで送付くださ

い。 

 

記 

 

１.委託の条件 

① 令和７年 12 月現在、社会保険診療報酬支払基金に特定保健指導機関としての届出を行っており、見

積書を期日までに提出できること。 

② 動機付け支援、積極的支援の両方の保健指導が可能なこと。 

  

２.契約期間 

令和８年４月１日～令和９年３月 31日までの１年間。 

令和８年４月１日を過ぎてからの契約締結は行いませんのでご了承ください。 

 

３.見積書の内容 

厚生労働省健康局が示す、標準的な健診・保健指導プログラム【令和６年度版】の、標準的な見積様式

の例に沿って作成されたものとします。 

厚労省のＨＰまたは長野県国保連合会のＨＰにも掲載しています。見積書のあて名は「公立学校共済組

合長野支部長」とし、見積額は消費税（10％）込額で提出してください。 

 

４.保健指導内容 

標準的な健診・保健指導プログラム【令和６年度版】に沿って行われる保健指導であること。 

 

５.送付先  

〒380-0871 長野市西長野加茂北 143-8長野県自治会館内 

長野県国民健康保険団体連合会 保健事業課 長野県保険者協議会事務局 

  

６.代表保険者  公立学校共済組合 

 

７.様式 

厚労省ＨＰ  

政策について＞分野別の政策一覧＞医療保険＞施策情報＞特定健診・保健指導について＞１.関連資料 

○標準的な健診・保健指導プログラム【令和６年度版】 

厚労省ＨＰ  

政策について＞分野別の政策一覧＞医療保険＞施策情報＞特定健診・保健指導について＞１.関連資料＞

特定健診保健指導の円滑な実施に向けた手引き＞第４期 

○特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第４版） 

長野県国保連合会ＨＰ  

長野県保険者協議会＞特定健診・保健指導＞特定保健指導受託機関の募集について 

○見積書様式及び例 

○令和８年度特定保健指導委託契約書（案） 


